


ほう賞懲戒委員会規程


（適    用）
第１条　　この規程は労働協約第76条に基づきほう賞懲戒委員会（以下｢委員会｣という。）について定めたものである。

（目    的）
第２条　　委員会はほう賞懲戒の事実判定に関する事項について協議決定する。

（構    成）
第３条　　委員会は、会社・組合各３名の委員をもって構成する。会社側は工場長・総務部長・製造部長がこれにあたる。なお、兼務等により定員を満たさない場合は、その他の幹部職の中から選任する。組合側は執行委員長・副執行委員長・書記長がこれにあたる。なお、都合により定員を満たさない場合は、その他執行部の中から選任する。
②　委員長は工場長があたるものとする。
③  会社及び組合は委員会に必要な事務整理を行うために１名の幹事をおく。
④  委員は幹事を兼任することができる。

（委員長の任務）
第４条　　委員長は委員会の招集、その他の運営を図るものとする。
②　委員長に事故がある場合は、会社側の委員の中から互選により選任された者が代行するものとする。

（付議事項）
第５条　　委員会に付議する議案は、労働協約第12章（表彰・懲戒）とする。
②　委員会に付議する議案は総務課長から委員長に提出する。

（定 足 数）
第６条　　委員会は３分の２以上の委員の出席によって成立する。

（開    催）
第７条　　委員長は議案が提出されてから５日以内に委員会を開催しなければならない。ただし、やむを得ない事情があって過半数の委員が承認したときはこの限りでない。

（決    議）
第８条　　委員会の決議は出席委員の合意による。
②　委員会で決議した事項は経営協議会の決定と同等の効力を有する。

（決定事項の通知）       
第９条　　委員会で決定した事項は工場長、総務部長及び労働組合執行委員長に通知しなければならない。


（決議不参加者）
第10条　　委員のうち次の各号の一に該当する者は委員会の決議に参加することができない。
1.  自身が議案の関係当事者であるとき
2.  当該議案について証人などになったとき   

（参考意見の聴取）
第11条　　委員会が必要と認めたときは、証人・参考人・関係者などを招集してその意見を聞き審議に資することができる。

（機密保持）
第12条　　委員会に出席した者は委員会で発表を制限した事項を他に漏らし、または公表してはならない。
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